
お申込コードはこちら

無料
相談

パートナーにそれはDVだと言われたが本当にそうか‥‥

同性パートナーに財産を残すには？

セクシャルマイノリティの従業員へはどのようなことに配慮すればいい？

パートナーと離婚したい‥‥

これってDV？離婚はできる？親権は？　　等々

098-936-1234（内線 1110） hisho@chatan.jp ✉

琉球大学ロースクールの教員・学生も相談に入りますが、
守秘義務は厳守いたしますので安心してご相談ください。
性の多様性に関しては､法律相談以外のご相談も承ります。

無　料　相　談

弁護士による
女性法律相談・男性法律相談

性の多様性に関する相談

夜間開催!!～お仕事帰りに相談しませんか～

北谷町役場　町長室　秘書広報係

お申込み・お問合せ

令和７年度北谷町男女共同参画事業

◆ 場所：北谷町役場内

※事前の申込みが必要です（お電話もしくは申込コードよりお申込みください）
※ 対象者：北谷町在住、在勤、在学の方

　お申込みの際にお名前、連絡先、簡単なご相談内容をお知らせください

※相談時間はおひとり１時間以内とします
※相談の際、琉球大学法科大学院の教員・学生も同席します
※※同意書の記載についてご協力をお願いします※※

◆ 日時：　　 月　　 日(水)午後5時30分～午後9時00分
（受付：午後8時30分まで）
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